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2024 年度予算案について 
 
当会議では全学学類・専⾨学群・総合学域群代表者会議 決定「全学学類・専⾨学 

群・総合学域群代表者会議について」第三⼗⼋条の 2 により、会計制度が定められてい 
る。同決定第三⼗⼋条の４により、当会議の予算は本会議の承認により成⽴する。  

以上を踏まえ、資料 02「2024 年度収⽀予算書」の予算案についての承認を求める。 
 


